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会議の公開について 

 

 

  
 公開  

 

 

 
令和元（2019）年 10 月 31 日  

（ 概 要 ） 
 
 １ 日   時  令和元（2019）年 10 月 31 日（木） 
          午後１時 30 分から午後２時 45 分まで 
 
  ２ 場   所   栃木県公館 大会議室 
 
  ３ 出 席 者  会長、外委員 16 名 
 
  ４ 議題及び結果    
    第１号議案 原案どおり議決された。 
    
    第２号議案 都市計画上支障ない旨答申された。 
 
    第３号議案  専門委員会報告書のとおり答申された。 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

問い合わせ先 

 

 

 栃木県県土整備部都市計画課計画担当     電 話 028-623-2465 
（栃木県都市計画審議会事務局）               ＦＡＸ028-623-2595 

 



 
 

 

議案 

番号 

都市計画区域名

（市町名） 
議   案 議 案 の 概 要 

結果 
（公開・ 
非公開の別） 

１ 益子 

（益子町） 

益子都市計画道路の

変更について 

益子町の交通の現状及び将来の見通しを

勘案し、区域を変更する。 

 

３・５・２号益子公園通り 

（延長 約 390m、幅員 14.0m、２車線） 

原案どおり

議 決 

（公開） 

２ 那須 

（那須町） 

那須都市計画区域内

に設置する産業廃棄

物処理施設の敷地の

位置について 

那須都市計画区域内に設置しようとする

産業廃棄物処理施設の敷地の位置につい

て、建築基準法第 51 条ただし書の規定に

基づき、都市計画上支障がないか審議す

る。 

 

産業廃棄物処理施設 

（敷地面積 約 1，886.93 ㎡） 

都市計画上

支障なし 

（公開） 

３ ― 次期「栃木県都市計

画区域マスタープラ

ン」の策定にあたっ

ての基本的な考え方

について 

平成 30 年２月に栃木県知事から都市計

画審議会に諮問された次期「栃木県都市計

画区域マスタープラン」を策定するにあた

っての基本的な考え方について、栃木県都

市計画区域マスタープラン専門委員会から

の報告に基づき、答申内容を審議する。 

専門委員会 

報告書 

のとおり 

答 申 

（公開） 

 

１ 議案及び結果 


